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１．使用料の支払い方法について 

学校施設使用料の支払いは、オンライン又は窓口での支払いが可能です。学校との日程調整後、

利用日（利用日が複数日の場合は最初の利用日）までに使用料のお支払いをお願いいたします。 

 

（１）オンラインでの支払いについて  

 オンラインシステム（名称：グラファー）は、使用料を徴収するためのシステムになります。

施設の予約機能（枠の確保）はありませんので、必ず学校と使用日時の調整を行ったうえでご利

用ください。 

 

●決済方法：クレジットカード、ネットバンキング、ゆうちょ銀行ＡＴＭ（現金） 

●オンライン申請期限：使用日の 5日前まで（期限を過ぎた利用日については、オンラ 

インでの支払い手続きができなくなりますのでご注意くださ 

い。） 

 

 お支払い手順  

 

ステップ１ 学校と使用日時について事前の調整（申請者→学校） 

 オンラインシステムには日程の調整機能はありませんので、ダブルブッキングを防ぐために事

前に学校と使用日時の確認を行ってください。 

 

ステップ２ オンライン申請を行う（申請者） 

下記申請フォームのＱＲコードを読み込み、所要の手続きを行ってください。手続き詳細につ

きましては「オンライン申請マニュアル」を参照してください。 

 

 

           

 

 

 

 

【申請マニュアル】 【小学校】 【中学校・碩田学園】 
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（２）窓口での支払いについて  

 以下の施設で現金によるお支払いが可能です。（紙申請の場合、クレジットカード等のキャッシュレ

ス決済には対応していません。） 

 

①お支払い窓口 学校施設課、地区公民館※1  

   ※1「大分中央公民館」「大分東部公民館」「大分西部公民館」「大分南部公民館」 

「南大分公民館」「鶴崎公民館」「大南公民館」「稙田公民館」「大在公民館」 

「坂ノ市公民館」「佐賀関公民館」「野津原公民館」「明治明野公民館」 

 

②地区公民館ご利用の際の留意点  

  地区公民館をご利用される際は以下の点にご留意ください。 

 

●受付時間 

火～土曜日は午前 8 時 30 分～午後 5時 15 分 

日曜日は午前 8時 30 分～午後 0時 30 分 

 

●休業日 

月曜日・祝日は窓口業務を行いません。 

また、月曜日と祝日が重なった場合の翌火曜日は、窓口業務を行いません。 

 

●窓口の混雑時期について 

公民館では、公民館施設利用者のための抽選会を行っています。抽選日は事務が繁忙とな

り、手続きにかなりのお時間をいただくことが想定されますので、極力別日でのご来館をお

願いいたします。（令和８年度の抽選日についてはｐ3に掲載しています。） 

 

●施設利用に関するお問い合わせ等について 

公民館窓口では使用料の現金受け取りのみを取り扱っておりますので、学校施設の利用に

関してのご質問やご相談はお受けすることができません。 

ご質問やご相談については必ず利用する学校又は学校施設課までお問い合わせください。 
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【令和８年度公民館スケジュール】 

 

 

 

 お支払い手順  

 

ステップ１ ①申請者が申請書類（３枚複写）を学校に提出（申請者→学校） 

 学校で書類の確認等事務処理を行います。（学校の決裁、徴収金額記載、教育長印の押印 等） 

  

ステップ２ 申請者が学校から処理後の申請書類（３枚複写）を受け取り（学校→申請者） 

受け取った申請書類について、学校の決裁印・徴収金額の記載（1枚目）、教育長印の押印（3

枚目）をご確認いただき、処理ができていない場合は学校にお申し出ください。処理ができてい

ない場合は窓口での受付ができませんので、お手数ですが必ずご確認をお願いいたします。 

 

ステップ３ 申請者が申請書類（３枚複写）を持って窓口で支払い（申請者→窓口） 

学校から受け取った申請書類（３枚複写）を３枚とも窓口に提出してください。窓口で支払い

公民館抽選日

2026年（令和8年）
4月 5月 6月 7月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31
29…昭和の日 3…憲法記念日 4…みどりの日 20…海の日

13…事務室休業日 5…こどもの日　6…振替休日 21…事務室休業日

8月 9月 10月 11月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

30 31
11…山の日　 21…敬老の日 22…国民の休日 12…スポーツの日 3…文化の日　23…勤労感謝の日

23…秋分の日 24…事務室休業日 13…事務室休業日 24…事務室休業日

2027年(令和9年)
12月 1月 2月 3月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31
1…元日 11…成人の日 11…建国記念の日 21…春分の日

12…事務室休業日 23･･･天皇誕生日 22…振替休日

事務室休業日
（12：30～）

事務室休業日
（終日）

休館日
（12/29-1/3）

抽選日

9月分

7月分

8月分

10月分

11月分 12月分

1月分

2月分

3月分

5月分 6月分

4月分
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の後、「支払済印」が押印された学校施設使用許可証が返却されますので適宜団体で保管してくだ

さい。 

なお、料金は利用日（利用日が複数日の場合は最初の利用日）までにお支払いください。 

 

【必要書類】 

（ア）学校施設使用許可申請書（１枚目） ｐ10 参照 

（イ）学校施設使用許可申請書（控）（２枚目） ｐ11 参照 

（ウ）学校施設使用許可証（３枚目） ｐ12 参照 

※上記書類は３枚複写になっています。 

 

 

 

 

 

 

  

学校施設使用料はスマホ等オンラインでの支払いが可能です。学校や支払い窓口にお越しいた

だかずに、クレジットカードやゆうちょ銀行ＡＴＭ等で支払いが可能ですので、ぜひご利用く

ださい。オンラインの利用についてお困りのことがありましたら学校施設課までご連絡くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お支払いは便利なオンラインで！ 
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２．使用料の還付について  

 お支払いいただいた学校施設使用料は原則還付できませんが、下記の場合は還付が可能です。た

だし、下記に該当した場合でも実際に施設を使用した場合は還付の対象とはなりません。 

 

（１）還付の対象となる場合  

 ①雨天等により運動場が通常使用できない状態にある場合 

気象庁の観測データで利用日当日又は利用開始前２４時間以内に０．５ｍｍ以上の降雨が確

認できる場合、または、天災地変その他施設の使用者の責めに帰すことができない理由により

施設の使用ができなくなった場合に適用されます。気象状況は気象庁の観測データを確認して

ください。（気象庁 HP：ホーム > 各種データ・資料 > 過去の気象データ検索） 

 

 ②気温の上昇等に起因して、施設の使用に際して健康上の被害が出る恐れがある場合 

下記の「条件１」および「条件２」を満たした場合に適用されます。なお、体育館は空調が

設置されていることから本還付規定に該当いたしません。熱中症警戒アラート等の発令状況は

環境省のサイトをご確認ください。（環境省：熱中症予防情報サイト） 

 

●適用基準 

【条件１】  

利用日に熱中症特別警戒情報（アラート）または熱中症警戒情報（アラート）が、大

分県に発令されていること。  

スポーツ等運動を伴う活動で施設を使用する場合には、利用日における暑さ指数

（WBGT）情報提供地点「大分」の日最高暑さ指数の予測値が、31 以上であること。  

【条件２】  

屋外施設または冷空調が完備されていない屋内施設であること。 

 

●適用期間 

本基準が適用される期間は、熱中症（特別）警戒情報（アラート）の運用期間（4月第 4水

曜日～10月第 4水曜日）となります。（令和８年度は４月２２日（水）～１０月２１日（水）） 

 

 ③その他教育長が特に返還が必要と認めた場合 

  急な学校行事や選挙などにより施設が使用できなくなった場合に適用されます。 
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（２）還付申請の手順  

 還付は、基本的に月 1回処理を行います。学校施設使用料返還申請書（以下、返還申請書）を学

校に提出した月の翌月末をめどに指定の口座に振込みいたします。なお、複数日をまとめて申請す

ることができます。 

 

【具体例 】 

 

【パターン１】4月 15 日分の返還申請書を 4月 30 日に提出した場合 

       ⇒5月末に 4月 15 日分の使用料を指定口座へ振り込み 

【パターン 2】4月 15 日分の返還申請書を 5月 20 日に提出した場合 

       ⇒6月末に 4月 15 日分の使用料を指定口座へ振り込み 

【パターン 3】4月 15 日分と 5月 11 日分の返還申請書を 5月 20 日に提出した場合 

       ⇒6月末に 4月 15 日分・5月 11 日分の 2日分の使用料指定口座へ振り込み 

【パターン 4】4月 15 日分と 5月 11 日分の返還申請書を 9月 20 日に提出した場合 

       ⇒10 月末に 4月 15 日分・5 月 11 日分の 2日分の使用料指定口座へ振り込み 

 

ステップ１ 申請者が返還申請書等を学校に提出（申請者→学校） 

  ・雨天であれば気象庁の観測データを、熱中症警戒アラート等であれば環境省のサイトで状況 

を確認のうえ申請してください。 

  ・必要事項を記載のうえ、返還申請書（必要に応じて委任状）を学校宛て提出してください。 

    ※振込先の名義が申請者と異なる場合は別途委任状が必要です。 

 ・複数日をまとめて申請する場合は、返還申請書に別紙を添付してください。 

※記入例はｐ17～ｐ18を参照してください。 

  

4月15日雨天のため使用中止 5月11日雨天のため使用中止

4月 5月 6月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

雨☔

雨☔

4月末までに返還申請書を提

出した場合、月末までに口座
振込

5月末までに返還申請書を提

出した場合、月末までに口
座振込
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ステップ２ 学校が返還申請書を学校施設課に送付（学校→学校施設課） 

  

ステップ３ 学校施設課が書類を審査し、振込手続きを行う。（学校施設課→申請者） 

  還付方法は口座振込のみになります。 

   

【必要書類】 

（ア）学校施設使用料返還申請書（必要に応じて「別紙」添付） ｐ16 参照 

（イ）委任状 ｐ19 参照 

 

 

【留意事項】 

返還申請書については、ひと月分を毎月提出もしくは複数月分をまとめて提出していただいて

かまいません。 

ただし、令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日の間の学校施設使用分の返還申請について

は、令和 9 年 4月末が返還申請書提出期限です。 
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３．使用料の減免について  

学校施設使用料については令和８年４月１日以降の申請から原則有料となりました。 

 今後、減免については以下の「（１）減免の基本的な考え方」に記載の４つの要件を基本として

減免の可否を判断いたします。なお、実際の減免申請にあたっては、「 （２）減免申請の手順」をご

確認ください。 

 

（１）減免の基本的な考え方  

①申請者が公共的団体であること 

②使用目的が公益性の高い活動内容であること 

③参加者が不特定多数に開かれていること 

④営利目的ではないこと 

   

（２）減免申請の手順  

 

ステップ１ 学校へ事前の相談（申請者→学校） 

学校に利用日の空きを確認の上、減免を受けたい旨を申し出てください。その際に減免を判断す

るために必要となる活動内容等がわかる資料をご提出ください。減免の相談は必ず使用料を支払う

前にお願いします。 

 

ステップ２ 減免の可否について事前協議（学校→学校施設課） 

 学校と学校施設課で事前協議の上、減免の可否を決定いたします。 

 

ステップ３ 減免申請書等の提出（申請者→学校） 

 減免が適用となる場合は下記の書類を学校に提出してください。 

   

【必要書類】 

（ア）学校施設使用許可申請書兼学校施設使用料減免申請書（１枚目）ｐ13 参照 

（イ）学校施設使用許可証兼学校施設使用料減免承認通知書（控）（２枚目）ｐ14 参照 

（ウ）学校施設使用許可証兼学校施設使用料減免承認通知書（３枚目）ｐ15 参照 

   ※（ア）～（ウ）は３枚複写です。 

（エ）活動内容に関する資料（大会要項や募集チラシなど） 

    ※申請者、活動内容、参加対象者、料金徴収の有無のわかるものが必要です。 
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４．その他  

 

（１）使用料金表  

種別 区分 使用料 

体育館 

フロア全部の使用である場合 

(＝半面以上使用する場合) 

一般 

1 時間につき 750 円 

（坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき

小、上戸次小は 1 時間につき 370 円） 

高校生等 

1 時間につき 370 円 

（坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき

小、上戸次小は 1 時間につき 180 円） 

フロアの 2分の 1の 

使用である場合 

一般 1 時間につき 370 円 

高校生等 1 時間につき 180 円 

クラブハウス 1 室 1 時間につき 30 円 

教室 1 時間につき 30 円 

運動場 
一般 1 時間につき 50 円 

高校生等 1 時間につき 20 円 

柔剣道場 

フロア全部の使用 

である場合 

一般 1 時間につき 270 円 

高校生等 1 時間につき 130 円 

フロアの 2分の 1 

の使用である場合 

一般 1 時間につき 130 円 

高校生等 1 時間につき 60 円 

プール 

温水 
一般 1 時間につき 2,930 円 

高校生等 1 時間につき 1,460 円 

平常 
一般 1 時間につき 1,470 円 

高校生等 1 時間につき 730 円 

【備考】 

1 使用時間に 1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が 1時間未満のときは、1時間と 

します。(例)1 時間 15 分使用の場合 ⇒ 2 時間、45 分使用の場合 ⇒ 1 時間 

3 一般とは、高校生等以外の者をいいます。 

4 高校生等とは、18歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある者をいいます。 

5 高校生等及び一般の者が同時に使用する場合の使用料は、使用する人数の半数以上が高校生 

等である場合に限り、高校生等が使用する場合の使用料とします。 
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（２）様式   

①学校施設使用許可申請書（１枚目） 

 

様式第１号（その１）（第３条関係）（有料の場合） ※太枠の中をご記入ください。

　学　校　施　設　使　用　許　可　申　請　書

大分市教育委員会　教育長　殿

高校生等料金を適用する場合は、下記誓約事項にチェックしてください。

使用者の半数以上が18歳以下（18歳を迎えたあと、最初に来る3月31日までの

間）であることを誓約します。

【注意】

　　・　1か月のうちに使用する予定を全て記入してください。

　　・　予定を全て記入できない場合は、申請用紙を分けて記入してください。

　　・　複数の施設を使用する場合は、備考欄に使用する施設名を記入し、施設毎に予定を記入してくだい。

次のとおり使用したいので申請します。

 なお、使用に際しては、大分市立学校体育館等使用料条例及び大分市立学校施設管理規則を遵守します。

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

校長 教頭 担当

令和　　年　　月　　日

申
請
者

氏名（団体名） 住所（所在地）

代表者 電話番号

使用料区分

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

決　　　　　　裁

起　票　日

令和　　　年　　　月　　　日

徴　収　金　額

　￥

上記のとおり使用許可いたしたい。

下記のとおり使用料を徴収いたしたい。
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②学校施設使用許可申請書（控）（２枚目） 

 

　　学　校　施　設　使　用　許　可　証 控

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

　

申
請
者

氏名（団体名） 住所（所在地）

代表者 電話番号

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

令和　　  年　　  月　　  日

使用面積

使用面積

使用面積
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③学校施設使用許可証（３枚目） 

  

様式第２号（その１）（第３条関係）

　　学　校　施　設　使　用　許　可　証

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

　

上記のとおり使用を許可します。

大分市教育委員会　教育長 印

申
請
者

氏名（団体名） 住所（所在地）

代表者 電話番号

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

令和　　  年　　  月　　  日
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④学校施設使用許可申請書兼学校施設使用料減免申請書（１枚目） 

 

様式第３号（第３条関係）（無料の場合） ※太枠の中をご記入ください。

大分市教育委員会　教育長　殿

【注意】　　・　1か月のうちに使用する予定を全て記入してください。

　　・　予定を全て記入できない場合は、申請用紙を分けて記入してください。

　　・　複数の施設を使用する場合は、備考欄に使用する施設名を記入し、施設毎に予定を記入してくだい。

　次のとおり使用したいので申請します。なお、許可の上は、大分市立学校体育館等使用料条例第３条に

基づき使用料を免除して頂きますよう併せて申請します。

また、使用に際しては、大分市立学校体育館等使用料条例及び大分市立学校施設管理規則を遵守します。

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

￥

　学　校　施　設　使　用　許　可　申　請　書

兼　学　校　施　設　使　用　料　減　免　申　請　書

令和　　年　　月　　日

氏名（団体名） 住所（所在地）

電話番号

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

代表者

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

起　票　日

令和　　　年　　　月　　　日

申
請
者

減免理由 決　　　　　　　　　裁

条例第3条第2号該当により

校長 教頭 担当使用料

使用面積

使用面積

上記のとおり使用許可いたしたい。
下記のとおり使用料を　免除　いたしたい。
　（大分市立学校体育館等使用料条例第３条適用）
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⑤学校施設使用許可証兼学校施設使用料減免承認通知書（控）（２枚目） 

 

　　学　校　施　設　使　用　許　可　証 控

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

￥

兼　学　校　施　設　使　用　料　減　免　承　認　通　知　書

申
請
者

氏名（団体名） 住所（所在地）

代表者 電話番号

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

減免理由

条例第3条第2号該当により

減免額

令和　　  年　　  月　　  日
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⑥学校施設使用許可証兼学校施設使用料減免承認通知書（３枚目） 

 

様式第４号（第３条関係）

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分
全面

半面

￥

大分市教育委員会　教育長 印

　　学　校　施　設　使　用　許　可　証

兼　学　校　施　設　使　用　料　減　免　承　認　通　知　書

申
請
者

氏名（団体名） 住所（所在地）

代表者 電話番号

学校名 大分市立 学校（学園） 使用目的(競技名)

使用施設 　体育館　　運動場　　柔剣道場　　教室（　　　　室）　その他（　　　　　　）

使　用　日 使　用　時　間 使用区分 備　考

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

使用面積

　上記のとおり使用を許可します。併せて、上記使用許可に係る使用料の減免について承認します。

使用面積

使用面積

使用面積

減免理由

条例第3条第2号該当により

減免額

令和　　  年　　  月　　  日
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⑦学校施設使用料返還申請書 
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【複数日を申請する場合の記入例】 

 

 

 

 

様式第 7号（第 6条の 4関係） 

 

学校施設使用料返還申請書 

 

令和 ● 年 ● 月 ● 日 

 

  大分市教育委員会 教育長  殿 

 

氏 名（団体名） ○○地区〇〇クラブ     

住 所（所在地） 大分市荷揚町 2 番 31 号    

代表者名     代表 大分 太郎      

電話番号     097-534-6111 

 

  学校施設の使用料について次のとおり返還を受けたいので申請します。 

使 用 許 可 年 月 日 別紙のとおり 

使 用 許 可 施 設 ○○小学校 運動場 

使用を取りやめた理由 雨天のため 

既 納 の 使 用 料 の 額 ８００ 円 

返 還 申 請 額 ７００ 円 

 

【振込先】 

銀 行 名：○○銀行 

支 店 名：××支店 

科 目：普通 

口 座 番 号：123456789 

口座名義人：ﾏﾙﾏﾙﾁｸﾏﾙﾏﾙｸﾗﾌﾞﾀﾞｲﾋｮｳ 

ｵｵｲﾀ ﾀﾛｳ 
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別紙（学校施設使用料返還申請書関係）

（団体名：○○地区〇〇クラブ　　　　　学校名：●●小学校　　）
既納の使用料の額（円） 返還申請額（円） 備考

1 令和8年5月7日 100 100

2 令和8年5月13日 100 100

3 令和8年5月20日 100 100

4 令和8年5月27日 100 100

5 令和8年6月3日 100 50 １時間使用

6 令和8年6月10日 100 100

7 令和8年6月17日 100 50 １時間使用

8 令和8年6月24日 100 100

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

800 700

使用許可年月日

合計
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⑧委任状（還付用） 

 

  

大分市教育委員会　教育長　　殿

の受領に関する権限を

下記のとおり委任します。

（委任者）

住　所　

氏　名　

電　話　

受領の方法 口座振替払

（受任者）

住　所

氏　名

電　話　

受領の方法 口座振替払

振込先口座

    支　店

    出張所

口座名義

預金種類 普通　・　当座

口座番号

フリガナ

金融機関名
       銀行・組合

       金庫・農協

支店名

委　　任　　状

　　　令和　　年　　月　　日

学校施設使用料還付

記
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【委任状記入例】 

 

  

大分市教育委員会　教育長　　殿

の受領に関する権限を

下記のとおり委任します。

（委任者）

住　所　

氏　名　

電　話　

受領の方法 口座振替払

（受任者）

住　所

氏　名

電　話　

受領の方法 口座振替払

振込先口座

    支　店

    出張所

フリガナ ブンゴ　イチロウ

口座名義 豊後 一郎

記

支店名 ××

預金種類 普通　・　当座

口座番号 987654321

金融機関名 ○○
       銀行・組合

       金庫・農協

委　　任　　状

　　令和　●　年　●　月　●　日

学校施設使用料還付

090-○○○-○○○

大分市荷揚町2-31

大分市荷揚町2-31

豊後 一郎

090-○○○-○○○

○○クラブ　代表　豊後 一郎

受任者の氏名と口座名義

は一致させてください。
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（３）よくあるお問い合わせ  

 

【オンライン支払い関係】 

Ｑ１：オンラインで申請したら学校への連絡は不要ですか。 

Ａ１：オンライン申請をする前に、学校との事前の日程調整が必要です。ダブルブッキングを防止

するため、必ず学校への事前確認を行ってください。 

 

Ｑ２：オンラインで半面の申請と全面の申請を一緒に申請できますか。 

Ａ２：オンラインでは全面の申請と半面の申請は一緒にできません。お手数ですが２回に分けてそ

れぞれ申請をお願いいたします。 

 

Ｑ３：オンラインで体育館の申請とグラウンドの申請を一緒に申請できますか。 

Ａ３：オンラインでは体育館とグラウンドの申請など、複数施設を一緒に申請することができませ

ん。お手数ですが施設ごとに分けて申請をお願いいたします。 

 

Ｑ４：オンラインで大人料金の申請とこども料金の申請を一緒に申請できますか。 

Ａ４：オンラインでは大人料金とこども料金が混ざった申請はできません。お手数ですが２回に分

けてそれぞれ申請をお願いいたします。 

 

Ｑ５：オンラインで申請した内容の一部を変更することはできますか。 

Ａ５：オンラインでは申請した内容の一部を変更したり、削除することはできません。お手数です

が申請を取り下げし、再度申請をしてください。 

 

Ｑ６：オンライン申請の取り下げができません。 

Ａ６：既に使用料の支払い依頼済みのためと思われます。取り下げできない申請に対する支払いは

せずに、学校施設課（097-537-5647）へお問い合わせをお願いします。 

 

【還付関係】 

Ｑ１：雨は止んでいるのですが、グラウンドがぬかるんでいて使用できない状況です。還付の対

象になりますか。 

Ａ１：使用に支障がある場合は対象になります。ただし、当日もしくは利用開始前２４時間以内に

０．５ｍｍ以上の降雨が確認できることが必要です。 

 


